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社会資本整備審議会 道路分科会 第９回国土幹線道路部会 

平成２５年５月１０日 

 

 

【総務課長】  皆様、本日はお忙しい中をお集まりいただきまして、誠にありがとうご

ざいます。定刻より少し前ではございますが、お揃いでございますので、ただいまから第

９回社会資本整備審議会道路分科会国土幹線道路部会を開催させていただきます。 

 本来なら、最初に道路局長の前川より一言ごあいさつ申し上げるところでございますが、

国会の関係で欠席となっておりますので、ご容赦ください。 

 最初にお手元の資料の確認をさせていただきます。上から配席図、議事次第のほか、資

料１、社会資本整備審議会道路分科会国土幹線道路部会委員名簿。 

 資料２、論点整理（案）[第８回国土幹線道路部会配付資料]。 

 資料３、高速道路の将来展望について。 

 資料４、シンプルでわかりやすい料金体系の実現について。 

 資料５、今後の料金割引のあり方について。 

 資料６、料金割引の評価とまとめ（案）。 

 資料７、大都市圏の料金体系のあり方について。 

 続いて参考資料１として、前回ご説明いたしました更新・維持管理について。 

 参考資料２として国土の脆弱性。 

 参考資料３として自動車社会の将来像。 

 参考資料４として現行の料金割引と財源となってございます。 

 漏れている資料がございましたらお知らせくださいますよう、お願いいたします。 

 また本日の部会の議事につきましては、運営規則７１項により公開といたしております。

本日小幡委員、山下委員におかれましては所用によりご欠席との連絡をいただいておりま

す。本日ご出席の委員の方は総勢１３名中１１名でございますので、審議会令９条１項に

よる定足数を満たしておりますことをご報告申し上げます。 

 本日の委員会は１２時ごろには閉会とさせていただく予定でございます。どうぞよろし

くお願いいたします。 

 カメラ撮りは冒頭のみとさせていただいておりますので、ご協力をお願いいたします。 

 それでは、以後の議事の進行を寺島部会長にお願いいたします。 
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【寺島部会長】  それでは議事を進めさせていただきたいと思います。本日の議事は論

点について大きく３つに分けて議論していただく予定です。 

 １つ目は高速道路の将来展望について。 

 ２つ目、シンプルでわかりやすい料金体系の実現について及び今後の料金割引のあり方

について。 

 ３つ目として、大都市圏の料金体系のあり方についてでございます。 

 議事の進め方ですが、まず議事について事務局より資料を説明していただいて、その後

に委員の皆様の質問やご意見をいただく形にしたいと思います。時間になりましたら次の

議事に移らせていただきたいと思いますので、ご協力をお願いいたします。 

 ではまず初めに、高速道路の将来展望についてでございます。事務局より説明をお願い

します。 

【企画課長】  それでは事務局からご説明をさせていただきます。説明資料３をもって

ご説明させていただきますが、そこに参ります前に、今座長からご紹介ございましたよう

に、本日ご議論いただきたい論点を資料２の赤枠でまとめさせていただいております。こ

れは、前回のこの部会にも提出させていただいているものを、赤枠でさらに強調させてい

ただいているものでございまして、１の高速道路の将来展望、これは私が今これからご紹

介させていただきます。 

 ２は、前回、維持更新需要への対応と負担のあり方についてご紹介させていただいたも

の。 

 さらにページをめくっていただきまして３の料金制度のあり方。さらにはその下の割引

制度のあり方。これについては後ほどご紹介させていただきます。 

 そして３ページ目、４で大都市圏の料金体系のあり方、赤枠で囲っております。今日こ

の部分につきましてのご紹介をさせていただきます。若干その他の項目として残ってまい

りますが、全体としては、一番今日主要な命題についてのご議論をいただくことになるの

かなということでございます。 

 それでは資料３をもちまして、高速道路の将来展望につきましてご紹介、ご説明をさせ

ていただきたいと思います。 

 表紙をめくっていただきまして１ページでございます。高速道路の将来展望につきまし

て、一番左側の青枠で囲ませていただいたところ、これは前回お示しさせていただいた論

点でございます。例えば１つ目の枠でございますが、我が国の国土・経済社会の変化を踏
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まえた高速道路の将来展望ということ、そしてその中で、アジア・ダイナミズムの中での

我が国の国土の働きかけ、あるいは自動車社会のとらまえ方、そしてモード間のシームレ

ス化といったことを大きな命題として掲げさせていただいたところでございます。 

 一方、中ほどの、真ん中にずっと枠で囲ませていただいたところ、これはこれまでいた

だいたご意見を網羅的に整理させていただきました。当部会での国土幹線道路部会の主な

意見ということで、一番上の枠でございます。１行目、ミッシングリンクを早期に解消す

べきだというご意見。特に、首都圏の環状道路網。そして条件不利地の既存国道等の整備

といったことについての優先度を考えていくべきではないかというご意見をこの部会でい

ただいているのではないかと。 

 加えて２つ目の、地方自治体のアンケートでございます。２つ目の枠でございますが、

その中でもやはり同じように、ミッシングリンクの整備、そして簡易インターチェンジの

増設といったワードとして、アンケートをいただいているものでございます。 

 さらにその右の枠の欄を見ていただきますと、そういったご意見、あるいは論点等を踏

まえて、例えばということで、今までの方向としてはこういう方向をいただいていたのか

なということで一番右上、これまでの議論での方向性というところを一旦文章的に整理さ

せていただきました。 

 項目的には３つでございます。１つ目が大都市・地方ブロック都市のネットワークの強

化。２つ目が物流関係。３つ目が地域連携を可能とする高速走行サービスの提供という３

つの軸についておおむね方向性をいただいたのではないかということで文章化をさせてい

ただきました。 

 １点目の大都市・地方ブロック都市のネットワークの強化ということでございますが、

まずは特に大都市、そしてブロック中心間のネットワークの充実・強化ということで、環

状道路も含めましたそういったネットワークの強化がまずは必要なのではないか。 

 ２つ目がシームレスな物流を実現するということで、特にゲートとなります空港・港湾

へのアクセス向上、さらには３つ目のポツにございます日本海側の港間、あるいは太平洋

岸と日本海側を結ぶ横断軸といったところについても着目をしていくことが必要ではない

か。 

 ３つ目の視点として、今後の地域構造を考えていくときの地域連携の強化という意味で

は、地域におきましても走行性の高い国道を十分に利活用しながら、連絡速度を６０から

８０キロレベルのサービスレベルを確保していくようなことを考えていったらどうかとい
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うことを方向としていただいたのかなと思っております。 

 さらに加えて、右下でございます。検討が必要な論点ということで、これに加えてまだ

こういう２点の項目、特に経済社会の変化を見定めた、将来、高速道路の機能をどんな風

に見ていくのかというところをもう少し明示すること。 

 そして２つ目に、今後の技術革新みたいなところをどのように考えていくのかというと

ころ、こういったところも１つこれからの議論としていただければいいところかなという

ことで、ここでまとめさせていただきました。 

 ２ページ目をおめくりいただきたいと思います。直面する課題と国土の脆弱性という形

で、今までご紹介いただいたものを少しデータも踏まえましてずっと羅列させていただき

ました。１個１個の項目について詳細を語ることも、時間的にもったいないかなというこ

ともございますので、項目をご紹介するだけにとどめさせていただきたいと思いますが、

左側にございます直面する課題というのは、どちらかというと社会経済的な事象、例えば

１つ目のマスがアジア・ダイナミズムの高まりとグローバル競争の激化、２つ目が、世帯

収入の減少などによる所得構造の変化、今後の、近年の貧困化ということに対してどうい

うとらまえ方をしていくのか。３つ目のマスが、本格的な人口減少・高齢社会の到来とい

うこと、４つ目が急速に進行するインフラの老朽化ということで、昨今出てまいりました

老朽化の課題も加えて、全体、インフラを取り巻く社会経済の動向というのを、緑のおお

むねの枠の４つで整理させていただきました。 

 加えて右側のピンク色で５項目でございますが、国土というキーワードで少しワードを

とらまえさせていただいた項目でございます。 

 １つ目が、やはり世界有数の地震国としての地震に対する対応。２つ目のマスが、もと

もと厳しい地形を持っている我が国の国土に対してどういうとらまえ方をしていくのか。

３つ目が、以前からも言われております台風等に対する豪雨・土砂災害に対する対応。そ

して非常に世界的にも例を見ない積雪寒冷地域が国土の約６割を占めているという状況。

そしてまた、非常に限られた河川の河口部や沿岸部に都市の人口や資産が集中していると

いう国土構造をとらまえていく中で、今後、その下の枠にございますような、どういう国

土を志向して成長戦略を描いていくのかという視点。そして２つ目の視点として、厳しい

条件化、国土の条件の中でどういうレジリエンスを高めていくのかという視点が重要にな

ってくるのかなということでございます。 

 そういったことも加味しながら、次の３ページでございますが、国土の目指すべき姿と
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高速道路ネットワークのあり方というのを少し大胆にまとめさせていただきました。今ま

での部分を少しはしょった関係もございますので、キーワード的には抜け落ちてしまって

いるところも若干あるかもしれません。そこはご容赦いただきたいと思いますが、左側に

ございます国土の目指すべき姿をとらまえた上、特に３つでございますが、大都市・地方

ブロック都市の連携強化、あるいは地域間の連携、そして老朽化あるいは高齢化に向けた

コンパクトシティーの形成という国土の姿を見定めた上で、右側にございますネットワー

ク強化のあり方という、真ん中のライン、そして一番右側にございますネットワーク利用

のあり方という、いずれにせよ高速道路ネットワークをどのように強化し、利用していく

のかという視点で項目を整理させていただきました。 

 ネットワーク強化のあり方については、先ほどもご紹介させていただいたものを大きく

３つということでございますので、大都市・地方ブロック都市のネットワークの強化、そ

して２つ目のマスとしての空港・港湾等の連結性の強化、３つ目が地域連携を可能とする

ような工夫という、３つの項目をネットワーク強化のあり方という形で整理させていただ

きました。 

右側に、これが今回の新しい仕組み、あるいは切り口かなということで整理させていた

だきましたネットワーク利用のあり方ということで、まず１点目がシームレスな利用の実

現を目指していけばいいのではないか。特に、管理主体が異なる高速道路のシームレス化、

そして異なる交通手段、交通体系のシームレス化という、２つのシームレスな利用の実現

を目指していくという利用のあり方を提案したのが１つ目。 

 ２つ目が、安全・安心な利用の持続的確保ということで、かねてから言われております

交通安全、災害に対する対応、あるいは維持更新という項目に対する利用の考え方。 

 そして３つ目が、それらをまた支える形で、利用にかかる公正で適正な負担、この考え

方を整理していただくことが必要なのではないかということでございます。 

 特に３つ目、文章的に書かせていただいておりますが、永続的な機能確保を図るために

は、自動車社会の変化も踏まえつつ、利用度に応じた公正な負担を実現することが重要で

はないか。そしてそれを支えるＩＴ技術として、さらにシステムを進化させていくという、

そういう視点で整理させていただくことでどうでしょうかということでございます。 

 ４ページ以降は、これをつくっていく上での添付資料という形でまとめさせていただき

ました。追加でございますので、項目のみのご紹介とさせていただきたいと思いますが、

自動車社会の将来像というところ、今まで私たちがまとめてまいりました公的な文書、あ
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るいはさまざまな審議会の中での議論、あるいは公的な研究所の中での議論をとりあえず

まとめさせていただきました。所有形態の変化に関しては、高齢化も進んでいますねとい

うことが１つ、あるいは若者のクルマ離れなどの進展もいろんなところで指摘されており

ます。加えて、低燃費車のシェアが増加してきているという、所有形態の変化というとこ

ろが、１つ大きな特徴があります。 

 加えて、利用の新たな動きということで、特にレンタカーやカーシェアリングという新

たな考え方も出てきております。 

 右側の資料は、これはいろんな研究所で出されております自動車社会の将来予測といっ

たところを列記させていただきました。 

 加えまして次のページ、自動車社会の将来像と高速道路のあり方ということの、特にキ

ーワードをピックアップしてみました。将来の方向性に関する論点としては、例えば１つ

目、自動車は移動の道具として特化する方向に進化するのかどうかということ、あと、エ

ンターテインメント空間としてのあり方とか、４つ目のエネルギーの方向性について悩ん

でいる部分もございます。あるいは高齢社会における自動車のあり方といった問題もござ

います。 

 さまざまなキーワード、いろんなところにちりばめられているところを少しここに集約

させていただいたということでございます。 

 最後の２ページは参考という形で扱わせていただければと思いますが、前段として高速

道路の将来展望、特に今まで、これからのご意見、特に、もう少し自由に追加していただ

ければということで、とりあえずのコンパクトなまとめとさせていただきました。以上で

ございます。 

【寺島部会長】  はい、ご苦労さまでした。高速道路の将来をどのように視界に入れて

おくかというのは、我々の議論の前提として大変重要だと思うんですけれども、非常に要

領よく整理していただいたと思います。各委員からご自由に、今までの議論、あるいは今

後の方向づけを含めて、高速道路の将来をどう見据えるかということに関連して、ご意見

があればぜひ伺いたいと思います。いかがでしょうか。坂本さん。 

【坂本委員】  今回の審議会のメインのテーマである料金関係を考える前提となるのは、

自動車を取り巻く環境が将来どうなるかということだと思います。 

 今の説明で、前段はこれまでの議論の取りまとめ、後段は将来の車社会のあり方で、こ

れは参考程度という説明でした。そもそも論になるかも知れませんが、高速道路を利用す
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る車の台数の見通しはどうなるのか。若者のクルマ離れや高齢化社会などを考慮すると、

従来のように整備を中心とする高速道路政策はおよそ変わらざるを得ない。そうすると、

受益者負担が大原則の高速料金も、利用者の減少で当然財源は減ってくる。ここには示さ

れていませんが、高速道路の将来の需要予測をもう少し明らかにする必要があるのではな

いかと思います。 

 高速道路整備の過程で、高速移動する他の交通手段がない時代は、その必要性が指摘さ

れたと思いますが、その後、整備新幹線や航空ネットワークの進展を考えれば、高速道路

と鉄道、空路との比較も重要になってくる。都市間をつなぐ高速道路の機能、意義はこれ

からも変わらないにしても、それぞれの都市部での交通政策と、その間をつなぐ高速道路

政策の整合性を考える必要があるのではないか。都市部への車流入を抑制する考え方やコ

ンパクトシティーという都市構想もある。都市内と都市間の道路政策を合わせて考える視

点が求められるように思います。 

【寺島部会長】  いかがでしょうか。どうぞ。 

【家田委員】  ２点ほど、言ってもいいんじゃないかと思っていることを言いますと、

１つは、少なくともここまで典型的に考えてきた世界というのは、高速道路というのは非

常に性能のいい道路であって、それに対して一般道というのは本当にボロボロで、カーブ

もあるし、坂もすごいし、狭いし、どうしようもないという、高速道路と一般道、こうい

う感じが、少なくとも国民的にはとられてきたと思うんだけれども、高速道路といっても、

新東名に代表されるような非常にハイグレードのクオリティーを持つものから、暫定とい

いますか、２車線で、しかし交差点がなくてスムーズに走れる、しかも高いところを走れ

るとか。さらに言えば、地域高規格クラスの、一般道のボロボロのものに比べればはるか

に高い性能を持っている。要するに、今は、実はグラデーションの世界になりましたよね。

これからももっとなっていくと思うんですね。したがって、高速道路と一般道という２つ

に分けるという世界ではなくなって、高速道路も幅が広がっているし、一般道も幅が広が

っているし、それがオーバーラップするような、豊かな道路のつくりの世界になっていく

だろうし、今もうなりつつあるというのを、ちょっと時代認識として入れてもいいんじゃ

ないかというのが１つです。感想みたいなものですけれども。 

 もう一つは、シームレスというところで言うと、ついつい我々は人間だから、人の動き

のシームレスのことを念頭に置きがちなんだけれども、シームレスでより重要なのは物流

ですね。そこのところを、シームレスというところにもうちょっと強調してもいいんじゃ
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ないかという感じがしました。いつも出る話ですけれども、コンテナなんか積むシャーシ

が国によって規格が違うから通しで通れないとか、そういうことも込みにして、少し強調

していただいたらと思います。以上です。 

【寺島部会長】  どうぞ。根本さん。 

【根本委員】  道路の中でシームレスということを強調していいのかなと思います。今

の家田さんの発言にもあったように、高速道路と一般道路がシームレスにつながるような

形を考えていかないといけない。そのときに、なるべく高速道路を使ってもらうような仕

組みにする。そのためにスマートインターチェンジみたいな仕掛けも役立つでしょうけれ

ども、高速道路のほうが、例えば同じ延長キロ数であってもたくさんの台キロを担える、

より効率的な道路であるという認識がまずとても大事です。 

 例えば高速道路、これから１００キロ新設します。そしたら国道１００キロを県道に格

下げできます。県道３００キロ、５００キロを市町村道に格下げできます。市町村道１,

０００キロを廃道できます。そうすると、仮に同じ道路キャパシティーであっても、日本

の中の台キロをより効率的に実現できるのに、維持管理・更新費用が安く済む。道路ネッ

トワークを安くできる仕組み、それは、できるだけ効率的に規格の高い道路をみんなが使

うようにしていけばいいということだと思うんです。人口減少時代、台キロが伸びない時

代に、高速道路をつくらないといけないという理論武装が必要なんです。そのためには、

高速道路がより効率的だということを証明しないといけないと思います。 

 それから、スマートインターチェンジをつくっても、料金に格差があり過ぎればなかな

か使ってもらえません。そういう意味では、高速道路と例えば新直轄、国道を、例えば大

型車が使うときの１キロ当たりの費用がどうかというと、日本は諸外国に比べて非常に格

差がある。この差を少なくしていかないと、幾ら規格の高いものを使ってほしいといって

も、そのようにトラックは動いてくれないということがありますので、シームレスという

ことを１つのキーワードにしていいと思いますけれども、規格の高い道路を使いやすいよ

うにする、そしてそのために料金も考えるということが大事かなと思います。以上です。 

【寺島部会長】  はい、どうぞ。 

【石田委員】  ３ページの、ネットワーク利用のあり方についてちゃんと考えようとい

うのは今までにあまり見られなかったことで、すばらしいことだと思うんですね。ただ、

こう書く以上、もうちょっと、先の長い話になるかもわかりませんけれども、踏み込んで

書いてもいいんじゃないかという気がします。あるいはもうちょっと視野を広げるという
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ことです。 

 家田先生がおっしゃったけれども、高速道路と一般道の間のスペクトルを考えると、も

うちょっと一般道の位置づけも関係してくると思いますし、あるいは利用というときに、

例えば暮らしとか産業とか、ライフスタイルそのものとか、あるいはＩＣＴの活用とか、

いろいろなことがあろうかと思うんです。 

 例えばで言うと、付属だと、つけ足しだとおっしゃいましたけれども、軽自動車に関し

て、すごく大きな変化が今起こっていると思うんです。つい最新の道路交通センサスによ

りますと、これまで軽自動車というのは、どちらかというとお母さん方が使う買い物車と

いうイメージが強かったんですけれども、二千何年でしたっけ、センサス。１２年か。道

路交通センサス。 

【道路経済調査室長】  ９年です。 

【石田委員】  ９年？ 

【道路経済調査室長】  ９年ですね。 

【石田委員】  ９年のセンサスによると、乗用車と目的構成とかトリップ長とかいうも

のがほとんど変わらなくなってきている。これは大きなライフスタイルの変化だと思って

いて、やはりずっと、自動車というのがより生活に密着してきているということのあらわ

れかなと思うんです。そういうことがほかにも多分いっぱいあるだろう。そういうことを

どう見越してこの中に書いていくかということが非常に大事だと思います。 

 あと、これはそうなんだけれども、国土の見方のところで、国土の脆弱性ということし

か書いていないんですけれども、もうちょっと違う見方ができるんじゃないかと実は思っ

ていて。実は日本は狭いかもわからないけれども、ものすごく長い国なわけです。３,００

０キロぐらい国土が広がっているという意味では、多分世界で有数の国ですよね。あるい

はＥＥＺとか、地形的性格とか、政治の地勢的位置とかというと、随分見方が変わってく

るので、そういう中での高速道路とか、そのほかの重要インフラをどうシームレスに結び

つけていくかということを考えると、ちょっと違った、若干明るさが出てくるようなレポ

ートになるんじゃないかと思います。以上です。 

【寺島部会長】  はい、どうぞ。 

【羽藤委員】  私は２点あります。１点目は利用のあり方に関してです。利用のあり方

というのは、今回出されていて、ネットワーク利用のあり方、非常に今日的だし、ここの

ところを詰めていくことが多分重要ではないかと思いましたが、この資料の中にもあるよ
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うに、おそらく２０２０、２０３０、２０４０、２０５０と車のあり方が相当変わってく

ると思います。今、いろんな情報企業、それから自動車企業も含めて、モビリティーをク

ラウド化するとか、ネットワークに全て接続するとかいう形で、情報プラットフォームの

ほうが非常に急速に変化してきているように思います。そういう中で、当然、道路の側も、

道路の維持管理のセンシングとかも含める形で、どうやって道路交通の情報プラットフォ

ームを、公共の側がアーキテクトを考えて、かつ民間の側に接続可能な形にするのか、あ

るいは民間の側が全て本当にそれを、リスク管理も含めて、担保する形で準備できるのか

ということも含めて、そこの情報プラットフォームの設計が、多分私は最も重要ではない

かなと思っています。これが１点。 

 ２点目は、成長戦略にかかわるところですけれども、どうもこの資料を見ていますと、

大都市及び近傍には別の理屈、あるいはそこに対して高速道路のネットワークを整備する

ことはいいことだと書いている、それは当然そうだと思うんですが、私はそれだけで十分

なのかなという気がちょっとすると。それは、この資料の冒頭にアジア・ダイナミズムと

いうことを書かれているわけですね。パールデルタとか、メコンデルタとか、いわゆる海

外における都市のダイナミズムというのは、都市単独ではなくてやはりリージョンです。

複数の都市が結びつき合った、まとまりのある地域が経済力を発揮し、それが国際的な投

資の対象になっている。そういう観点で見たときに、かつては太平洋ベルトとか、いろん

な文脈で、日本の中にもそういう経済圏域がはっきりと、インターナショナルにアピール

するものがあったわけですが、これをもう少し未来に向けて出せないのかなと。要するに

都市ではなくて、都市が結びつき合った圏域を、新しい計画言語なり、ビジョンを持って

語った上で高速道路の未来を語らないと、少し狭い範囲で議論してしまうのではないか。

結果としてもちろん人口の縮退もあるわけではありますが、やはりアジア・ダイナミズム

の中で考えますと、そういうリージョンに接続した空港、あるいは港湾、そこと接続する

高速道路、それらに接続する都市群という形での、ちょっと色気のある圏域のビジョンを

是非、それが日本海の新しいリージョンなのか、瀬戸内のしまなみ文化なんかを吸収した

ような新しい圏域なのかわかりませんが、そういうものを是非検討していただきたいなと

いう気がいたしました。以上です。 

【寺島部会長】  はい、どうぞ。竹内さん。 

【竹内委員】  ご説明ありがとうございました。割とハードウエアの話が多かったので、

ソフトウエアぽい話をさせていただきたいと思います。ここでのお話の基本的な前提は、
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現行の高速道路の運営に関する制度が所与のもとで話がされているというところがあると

思います。ここでの直接的なミッションではないと思うんですけれども、道路公団が民営

化されて以来、本当にこのままやっていっていいのかどうかという、制度のチェックがま

だ本格的にはやられていない状態です。そういうところをそのままにしておいて、皆さん

からのいろいろなご意見があるなかで、うまくやっていけるのかどうかということは考え

ないといけないと思うわけです。 

 ですから、今ここでそれを本格的に入れると大ごとになってしまうんですけれども、今

あるさまざまな組織、つまり債務返済機構があり、ＮＥＸＣＯ３社あり、首都高、阪高あ

りという状態ですが、それらの組織についてもあわせて見直していかないと、本当に理想

的な高速道路サービスはうまくいかない可能性もあるわけです。したがって、最終的な報

告書の、どこか片隅でもいいですから、その点を超長期的には考えていくということがな

いといけないと思いますので、そこを指摘しておきたいと思います。以上です。 

【寺島部会長】  はい。太田さん。 

【太田委員】  太田でございます。もともとここで申そうと思っていたことに関連して、

坂本さんと羽藤さんからお話があったのをひっくるめてお話をしたいと思います。 

 それは、高速道路というものが交通インフラとして存在している、それをどのように捉

えるかということです。経済学をバックグラウンドにしていると、当然需要予測は重要で、

効果のあるものから整備をするべきだ。その一方で、今日のキーワードで言うと、アジア・

ダイナミズムの需要予測をしろと。これはなかなか難しい。どういうことなのだろうか。

そこに交通インフラをどう捉えるかということをよく考えていく必要があると思っていま

す。 

 １０年ほど前に、首都圏で空港の容量を増やそうという委員会に参加したときに、最終

的にそれで羽田のＤ滑走路をつくることになったんですけれども、そのときに私が、関空

の２本目の滑走路をつくったのは大英断だと言って非常に失笑を買った。そのときの私の

意図は、インフラがある程度余剰だからこそ、今で言うＬＣＣが入ってこられる。上物で

競争ができるようになるのだと。そういう意味では、利用可能性を提供するというのが交

通インフラの役割だと。その利用可能性というのは、需要予測ということでもあるのだけ

れども、需要予測が外れたときに、インフラをつくったほうが悪いのか。これはメーカー

だったらそうですよね。これだけクーラーが売れそうだからつくったけれども売れなかっ

たら、それは意思決定の問題。しかし、交通インフラを提供したときに、そのインフラを
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十分使って、そこに多くの需要を貼りつけるというのは、地域でもあるし、地域経済、あ

るいは経済主体側の努力が伴わないといけない。そこまで予測するのは我々には非常に難

しい。そういう意味では、どこまで高速道路とか陸上交通ネットワークとしての、最もポ

テンシャルの高い高速道路で利用可能性を提供するべきなのかということが１つ大きな問

題だと思います。 

 そういう意味では、少子高齢化なのだけれども、生産力人口のことを考えると、幾ら子

どもをたくさん産んだところで、今子どもを産む人が減っているから、人口減少は必至で

ある。そうすると、移民が必至かもしれない。移民があるかないかによって交通事情が全

然変わってくる。そのときに、日本は道路が使いづらいから、日本に移民するよりは違う

国に行きましょうというのでは困る。 

 そのように考えますと、どこのところまで陸上交通の王者となった高速道路のネットワ

ークとして、利用可能性を国民全体、あるいは企業に提供していくかという視点が重要だ

と思います。 

【寺島部会長】  いかがでしょうか。どうぞ。 

【児玉委員】  ネットワークの利用のあり方に関してなんですけれども、例えば鉄道会

社は、今エキナカとか、サービス化をすごく進めていますよね。そういった形で、高速道

路についても、サービスエリアのあり方が随分変わってきていて、高速道路の利用者だけ

ではなくて地域の周辺の人たちも巻き込んだ形での利用のあり方を模索したりするので、

いわゆるネットワークの利用のあり方に関しても、ショッピングとか物流だけではなくて、

サービスみたいなものをどう生かしていくのかという視点も必要なのかなと思います。 

【寺島部会長】  どうぞ、どうぞ。 

【大串委員】  私から１点です。家田先生が先ほど、高速道路の規格もグラデーション

化していっているというお話がありました。料金に関して、非常にわかりやすい料金をと

かいう話が出ている中で恐縮なんですけれども、地方で道路をつくるときに、中央の人は、

そんながらがらの道路をつくってどうするんだという話が出てくるわけですね。でも国土

幹線としてやはりつくりたいし、ミッシングリンクはなくしたい。そうすると、地方の人

が使いやすい値段で、そこのあたりを、キロ当たり２５円みたいな設定で一律で決めてい

るような現在の料金設定ではなくて、規格に合わせ、もしくは需要に合わせて料金もグラ

デーション型にという方向性も今後検討していただきたいと思いました。以上です。 

【寺島部会長】  僕からも１点申し上げておきたいんですけれども、すごく大事なのが、
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要するに高速道路の将来を考える上で前提となる認識をしっかり踏み固める必要があるの

かなと。 

 まず基本中の基本で、国土における人口分布がどうなっているんだろうか。我々は国土

形成計画の、前回の前提にしている数字を認識しているんですけれども、３.１１以降の日

本の国土における人口の分布の変化というのは、ちょっと驚くべきものがあるなと、最近

新しい動きを見て思っているんですね。 

 例えば、東北ブロック、東北６県ですね。３.１１後、例えば２０３０年の状況を考えた

ら、我々が前提にしていたような人口減少、３割人口が減るだろうと言っていたものがも

のすごい勢いで前倒しにきているとか。それから６５歳以上の人口比重が４割を超すよう

な状況に、東北ブロックは変わっていってしまうだろうという中で、それがポジティブか

ネガティブかは別にして、ここで言う３大都市圏。東京を中心にした首都圏なんかに、特

に人口の集中がさらに、我々が予測していたよりも加速していくのではないかという展望

を持たざるを得ない。 

 そういう中で、今この数年間の大きな変化を踏まえた、２０３０年に対する、国交省と

して、日本の国内における人口分布をどう展望した上で高速道路を議論しているんだろう

かということが当然問われてくるので、どの数字をあれするにしろ、幾つか考えてみる必

要があるんじゃないかという点が１点。 

 それを考えるに当たっては、今の成長戦略との絡みで、日本における産業基盤がどのよ

うに変わっていくのか。要するにどうしてそんなに東北ブロックの人口が変わっているの

かといったら、飯を食う基盤になる産業力が急速に見えなくなっているから、住みたくて

も住めないという構造になってきている。となると、例えば農業、一次産業なんていうの

が、これはイマジネーションのために申し上げているんですけれども、ＴＰＰに入ってい

くという流れの中で、去年日本は海外から５兆９,０００億円、食料品を買っているんです

ね。これを頑張って、競争力ある農業をつくって、１兆円ぐらい海外から食料を買う分を

減らす。さらに、海外に食料品を去年５,０００億売っているんだけれども、力をつけて１

兆円を超すぐらいの食料の輸出基盤をつくるということを、仮に１つの政策目標として明

確にできるならば、それを前提にした、例えば東北ブロックの産業構造の再構築だとかと

いうこともあり得て、それをアジア・ダイナミズムにつなげて、港湾から、あるいは空港

から、新鮮な形で輸出していけるような体制を整えるにはどういう高速道路配置がいいの

かという議論にまでつながっていくんだけれども、その辺が一切見えないまま、産業基盤
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の将来像が全く見えないまま、ただ今のままのトレンドでいけば、なんていうことを言っ

ていれば、東北ブロックは、例えば僕が今しゃべっている以上のスピードで、人口の過疎

化だとか、高齢化だとかがいってしまうのかなと。そのあたりでどう持ちこたえるんだろ

うかというのが、高速道路の議論にもすごく重要だなと。 

 それからもう１点、本当にこだわりたいのは、これはメモに出していますけれども、我々

の議論は常に、思い起こせば１次委員会のときから、３.１１というのは１つの大きなもの

の考え方の変化のときで、要するに「コンクリートから人へ」みたいに言っていたけれど

も、コンクリートも結構大事だというところが、道路というものに対する視点を変えてい

かざるを得なくなった大きな理由。「命の道」なんていうこともあったんだなとか、防災力

だとか、震災からの復旧対応力なんかにおいては、高速道路の重要性を、初めて目が覚め

るほど自覚したという話も大いにあったんですよね。 

 そういう意味で、３.１１の教訓と、高速道路にもたらしたインパクトについては、くど

いほど、それから２年経過していますけれども、総括しながら、論点の中にはしっかり生

かしていかないといけないだろうと。それから我々、非常に粘り強くヒアリングしている

理由はそこにもあるんですけれども、総合交通体系を大事にしようとしているわけですね。

道路だけが立派な国になればいいだろうという話ではなくて、鉄道だとか、その他、フェ

リーを含めて、日本における総合交通体系は、ベストのプラクティスは描けないかもしれ

ないけれども、少なくともこれだけはボトムで残してやっていかないといけないだろうと

いことを視界に常に入れながら、バランスのある議論をしなければいけないんじゃないか

というのが僕がいつも思っていることなんですね。 

 そのあたりを、私としては、どう認識するかという基本のところで発言しておきます。 

 どうぞ、いいですよ。 

【家田委員】  ありがとうございます。せっかく座長がおっしゃったので、便乗してな

んですけれども、ここでは高速道路の戦略論みたいなものが書いてあるんだけれども、お

そらくは、地域ごとに地域戦略みたいなものがあって、そこに座長がおっしゃったような

産業戦略みたいなものがある。それの一環としての道路の戦略が、国家というよりは地域

の国家的な戦略という感じだと思うんだけれども、確かにそういう世界が欠けていますね。

それが１点です。 

 それからさっき申し上げたのは、もう１回繰り返しみたいになって申しわけないんだけ

れども、高速道路と一般道と分けるよりは、高速道路というのは、はっきり言ったら自動
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車専用道ですよ。あるものは有料だし、あるものは有料じゃないし。あるものはすごく速

いし、あるものはそんなに速くない。だけれども自動車専用道。それが仮にモーターウェ

イというのなら、クラスとして、Ｍ１クラス、Ｍ２クラス、Ｍ３クラスとか、何段階かあ

って、それから歩道なんかついていたり、自転車なんかも通れるようなものが仮に一般道

というのなら、ジェネラルだったらＧ１クラス、Ｇ２クラス、Ｇ３クラスとか、何かそう

いう世界を描こうじゃないかという感じを、次は持ったほうがいいんじゃないかと思って

いるという意味です。 

 最後、もう１点だけ申し上げると、座長がおっしゃったように、公共事業が全て悪、ど

れも無駄をこいているんじゃないよという世界から、今度は、３.１１をインパクトにして、

いや、そういうわけでもないよねということはあるんですよね。 

 だけど一方で、ここに描いているような、こんな風になったらいいなというのは、こん

な風になったらいいに決まっているんですけれども、だけど、一方でお金だってかかるん

ですから、こういうことを言うもののセットとして、じゃあ全国とか、あるいは地域別に

考えたときにどこがプライオリティーが高いのか。それは決して僕は、交通量が多いとこ

ろがプライオリティーが高いと言うつもりは全くないけれども、少なくともいろんな面か

ら見たときに、どこからやっていくのがいいのかというところについては、今までの評価

手法だってあまりそういうところは得意としていないし、これからもそこのところは充実

しないといけない。そういうことが重要だというところまで是非重点化というか、優先づ

けとか、どこかに一言入れてほしいなと思いましたけれども。以上です。 

【寺島部会長】  いろいろいい意見が出てきていると思いますが、それを踏まえながら、

次の議事に進めていきたいと思います。次は、「シンプルでわかりやすい料金体系の実現」

について、及び「今後の料金割引のあり方について」、事務局から資料の説明をお願いしま

す。 

【企画課長】  それでは資料４、資料５をもって説明させていただきたいと思います。

今いただいた資料３、先ほどのご説明についてのさまざまなご意見、次回以降、文章化を

していくときに、かなり広範に渡っておりますので若干苦労するところがあるかもしれま

せんが、一生懸命まとめて、反映させていただければと思っております。 

 それでは資料４をもちまして、「シンプルでわかりやすい料金体系の実現」というところ

をご紹介いたします。既に今、大串先生からも一部そういう意見をいただいたところでは

ございますが、若干それと方向を異にするところがあるかもしれません。今までの論点整
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理として、表紙をめくっていただきますと１ページ、一番左側に論点整理を、今までご説

明させていただいたものを整理しております。 

 大きな項目として、一番上の、基本的な高速道路の料金の考え方の基本的な枠組みとし

て、①、②、③という方向、今までも１度こういう形でまとめていただいているわけでご

ざいますが、それを基本的な方向としていいのかどうかという一番大枠の議論。そしてそ

の中で、全国の共通料金のようなものをどのように考えていくのかというのが２つ目の論

点。３つ目が「その際」と書かれておりますが、本四、あるいは東京湾アクアラインとい

った、逆にかなり著しい、高い料金料率の設定されている区間の取り扱い。そしてそれを

どういう形で利用者に負担していただくのかという視点で論点を提示させていただいてい

るところでございます。 

 真ん中に、「国土幹線道路部会における主な意見」という形で整理させていただきました。

その中では、途中、中段でございますが、委員からのご意見として、償還主義、公正妥当

主義に加えて、道路の有効活用を１つの視点として追加すべきではないかというご意見。

あるいは、ヒアリングの中で出ておりますが、対距離制を基本としてというご意見も、高

速道路会社、あるいはＪＲさんからもいただいております。 

 あと、加えて、本四料金に関しては、この全国共通料金の中で、日本旅客船協会からは

割引制度の廃止・縮小といったところも言及されているところでございます。 

 加えて、国民の負担といった視点につきましては、このご意見の最下段、２つでござい

ます、全日本トラック協会、あるいは日本商工会議所の方々から、国費投入、あるいは償

還期間の延長等々、あるいはまた用地費相当額の除外といったことも、両方の組織からご

提案いただいているところでございます。こういった方法のご提案までいただいていると

いうことでございます。 

 右側に「これまでの議論での方向性（案）」という形で整理させていただきました。特に

今までいただいているご意見の中で、集約すればこういうことなのかなということで、方

向をまとめさせていただきました。まず１つ目が、先ほど冒頭ご紹介させていただいたよ

うな、３つの基本方針。公正妥当な料金の実現と低減に向けての努力をするということが

１つ。安定的でシンプルな料金制度の構築をしていくべきではないかというのが２つ目。

３つ目が、その中でも弾力的な料金施策で交通流動を最適化するということも、これはこ

れで１つ容認されるということで、この３つの大きな基本指針に基づいて、方向づけをし

ていくことでいいのかなということでございます。 
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 その中での話として、先ほど来出ておりますが、次のポツでございます。３行目から４

行目にかけて、高速道路の料金設定の考え方を、これまでの「整備重視の料金」、つくった

もの、あるいはつくるに当たっての借金をただ返すということでの料率設定というよりも、

「利用重視の料金」に軸足を移していくということ、そして利用者にとってシンプルでわ

かりやすい料金体系にしていくのが根本的な、もう少しかみくだいた言いぶりになるのか

なということでございます。 

 その下に、ａ、ｂ、ｃと打っておりますが、対距離制を基本として全国、このような３

つの大きな枠で料金をわかりやすくカテゴリーに分けていったらどうかということで整理

させていただきました。 

 まずは普通区間ということで、今まで建設した経緯の中で、取り残されていた一部の割

高区間等々もございますが、そういったものについては普通区間として、全体としての料

金の中に組み込んでしまうというのがａ。 

 ｂが、特に大都市部でございますが、要は交通渋滞の惹起を考えれば、今の料金のレベ

ルで、若干他の区間の全国の普通区間に比べれば割高の料金ではございますが、それを維

持していくという考え方。 

 そして、ｃとして、本四、あるいは東京湾アクアライン、あるいは伊勢湾岸といった海

峡部を横断する、今まで車の移動が全くなかったところに移動させるための大規模構造物

が設置された区間については、もともとフェリーとの料金の比較の中での料金設定といっ

たものがベースになってきておったわけでございますが、やはり先ほど来出ております利

用重視の料金ということを考えたときに、ある一定レベルの料率を設定し、今よりはある

程度低くなるような一定レベルの料金を設定して、加えて他の交通モードとの検証もしな

がら料金を水準していくという、そういう３つのａ、ｂ、ｃという料金の分類で考えてい

くことでどうでしょうかということで方向の案を出させていただいております。 

 またそれに加えて、その下にございます「検討が必要な論点」ということでございます

が、他の交通機関への影響への配慮、そしてそれを負担していただくための対応というの

を、その次以降のページで整理させていただいております。 

 次のページをめくっていただきますと、今までも何度かご紹介させていただいておりま

すが、さまざまな料金、この右側にございます棒グラフ、一番左側からは高速道路の普通

区間としての２４.６と書かれたグレーの部分から、ピンク、あるいはオレンジといったさ

まざまな区間。そして大都市の近郊区間としては赤の棒グラフで、２９.５２円という１キ
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ロ当たりの料率。そして青の部分は、海峡、あるいは大きな埠頭間を渡るような区間とし

て料率が、それぞれの区間ごとに設定されてきているというのが実態でございます。 

 また戻ることになりますが、先のページを見ていただければ、全体としての総括を見て

いただけると思います。全国の日本地図がございます。黒で塗られているのが、今の普通

区間として、先ほど来ご紹介しております２４円６０銭、１キロ当たりの料金で設定させ

ていただいている区間でございます。ただその中には、オレンジで塗らせていただいてお

ります、先ほど少しご紹介した、トンネルや、あるいは橋やら、今までの先行する区間や

らということで、それぞれ建設当初の事情によりまして部分的に料金が他の区間と異なっ

ている区間がございます。現在におきましては、黒いネットワークがつながって、このオ

レンジの部分を飲み込んだ形になっておりますので、走っておられる方にとっては違和感

ないのかもしれませんが、逆にそういったところがネックになって、迂回を生じさせてい

るという部分も問題としてございます。 

 あと、赤で塗らせていただいているのが大都市の部分。ここについては名古屋のエリア

は、特に黒のままという形になっております。 

 それと、先ほど来ご紹介した海峡部を渡る区間としてのブルーの部分、こういったもの

が、それぞれの部分でまた個別の料金が設定されている。 

 また前のページに戻っていただきます。右側の棒グラフに、逆ではありますが、ａ、ｂ、

ｃと書かれております。先ほどご紹介させていただいたような普通区間と料金差を設けな

いグループとして、青の点線で少し枠を書かせていただきました。高速自動車国道からピ

ンク、あるいはオレンジの区間、それぞれの建設経緯で取り残されてしまったところにつ

いては、これを、ネットワーク化されたということもあって、１つのグループにカテゴリ

ーを分けたらどうだろうと。そして大都市の近郊区間。これは先ほどご紹介しましたよう

に、ここについては、ある一定レベルの交通需要抑制といった意味合いを持って２９.５２

円というものが設定されてきておりますので、これをこのまま維持し、加えて右側のｃと

いうことでございますけれども、海峡部等の特別区間についても、ある一定レベルの料金

水準という形で１つの大きなカテゴリーに分けて考えていったらどうだろうかということ

でございます。 

 それを考えていく上で、その下にございます２ページの一番下でございますが、なお、

その際の皆さんへの負担を求める考え方でありますけれども、新しい料金水準、先ほど来

ご紹介しております３つの料金水準という形で分けてセットしたときには、当然ある一定
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レベルでの負担の移動が出てまいります。その際に、先ほど見ていただいた全国地図を思

い起こしていただければ、この文章に書いておりますように有効利用の観点から取り組む

ということでございますので、２行目以降、対象規模、規模自身は、オレンジの部分、あ

るいはブルーの部分を見ていただいても非常に少のうございます。延長的にも少ないし、

あるいは前後がつながっているということを考えれば、引き下げに伴う周辺道路網を含め

た交通量の増加も見込めるのではないか。あと加えて、地方公共団体等による利用促進の

取り組みといったものを鑑みれば、全国の利用者に求める負担は過度なものにはならない

ということで、許容されるということで考えていったらどうでしょうかということでござ

います。 

 あと、当然、このため新たな料金水準の導入につきましては、今後何度か、数年単位で

行われます協定変更、あるいは償還計画の見直しといった中で、それぞれジャストフィッ

トしていくという形で今後考えていったらどうだろうかということを整理させていただい

ております。 

 次のページは日本地図、先ほどご紹介しましたので、４ページをお開きいただきたいと

思います。特に本四高速、アクアラインについての今までのご意見を、さらにもう一度復

習のために整理しております。ただ、この中でも特に、値下げをしてほしい、特にそこに

関所をつくるのはやめてほしいというご意見のほかに、この枠組みの中におけます黒の丸

の５つ目、６つ目、ただ割り引く、あるいは料金レベルを下げるにしても、フェリーとの

関係を是非注目してほしいということ、さらには鉄道との関係を注目してほしいというこ

とを関係機関からも言われているところでございます。そういう意味では、一番下にござ

います、例えば本四高速の料金、４,０００円から２,０００円レベルへの割引も行われて

おりますが、それと四国フェリー、あるいはＪＲ等とのレベルの比較、この中で利用者の

理解、あるいは関係団体の理解をどのように得ていくのかということで、自治体さんのご

了解、あるいはご協力もいただいていくことも考えていくことが必要かなと考えておりま

す。 

 ５ページでございます。先ほど来、影響自身がどのぐらい出るのかということをご紹介

したわけでございますが、既に本四高速、あるいはアクアラインについても、料金を一部

引き下げてきている経緯がございます。例えばということで、本四についてはこの棒グラ

フのところにございます枠組みの下の文章でございますが、一度休日１,０００円という料

金を導入したときに、車の量は約２倍に増えました。ただ、その際には、料金収入として
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はやはり７２９億円から５３６億円ということで、約２００億円弱、減収が見てとられて

おります。アクアラインも同様でございまして、過去３,０００円から徐々に下げて、現在

社会実験８００円という料金を設定しておりますが、この中でもやはり料金収入は、枠の

中の３行目でございます。平成２０年、１５６億円から現在１０９億円ということで、や

はりそれなりの補填が必要になっているという状況にはございます。 

 ただ、高速道路の料金の収入等々の全体像から鑑みれば、約２兆円というオーダーでご

ざいますので、このアクアラインの料金低減、あるいは本四の料金低減に伴いまして、周

辺からの交通量のアップを考えれば、大きな影響を与えるものではないのではないかとい

うのを、私どもの今までの意見の集約としてまとめさせていただきました。 

 続きまして資料５でご説明させていただきます。 

【高速道路課長】  続きまして、資料５で、今後の料金割引のあり方についてご説明申

し上げます。資料５の表紙をめくっていただきますと、今後の料金割引のあり方というこ

とで、一番左側の箱でございますが、論点整理ということで、今日も資料２でお配りさせ

ていただいてございますけれども、今後の料金割引についての論点を整理したものでござ

います。大きく、評価をどうしていくべきかということとか、ＰＤＣＡサイクルにどのよ

うに乗せていくのか、負担をどのように求めていくのかといった論点かと思いますが、こ

れまでの部会の中で、真ん中の箱にあるようなご意見をいただいているところでございま

す。プラスマイナス両方あるねということとか、継続すべき、縮小すべき、こういったよ

うな相反するお立場の意見、それから委員の方々からのご意見といたしましては、利便増

進の評価をきちんとすべきでありますとか、地域の、ローカルの割引については、基本的

に地方が負担すべきでございますとか、今後の料金割引の原資といたしましては、例えば

用地補償費の除外といったアイデアを頂戴しているところでございます。 

 一番右側に、今までいただきました意見をまとめて、これからの議論での方向性という

ことで、基本的にどのような考え方で望むべきかということを事務局の案としてまとめた

ものでございます。 

 一番上に、効果の把握ということで、割引の継続を望む声に一定の配慮が必要でありま

すけれども、きちんと効果を把握した上で判断すべきだというのが１点。 

 それから、料金を引き下げた場合ですけれども、最終的な利用者の負担、これは複数の

割引が加算されたような場合、そういったケースについて最終的にどのような負担になる

のかといったことをきちんと考えるべきではないかということでございます。 
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 次の４つのポイントでございますが、これは次のページにも出てまいりますが、いろん

な渋滞緩和や沿道環境改善といった政策課題との関係をきちんと整理すべき。それから、

会社が主体的に行う経営安定のための割引といったようなもの、それから、地方の独自の

割引といったものについて、政策的な目的に沿って整理すべきではないかということ。そ

れから、最後になりますけれども、繰り返しになりますが、評価、それから見直しといっ

たサイクルに乗せていくべきではないかということでございます。 

 次の２ページをお開きいただきますと、一番左側の上のほうに、これまでの割引の経緯

をおさらいとして載せてございます。２つ目の箱に、頻度系と時間帯系に分かれた割引が

出てきておりますが、これは民営化の際にコスト縮減といったものを原資といたしまして、

通勤割引、深夜割引、頻度系の割引を導入したということでございます。 

 その後緊急経済対策ということで、いわゆる利便増進事業で、着色している部分につき

まして、平日３割引ですとか、休日５割引、深夜割引の拡充といったものも導入してきた

という経緯でございます。 

 この着色した部分につきましては、ご案内のように今年度いっぱいで、財源がなくなる

ということで、現時点では終了の予定になってございます。 

 これらの割引を、今まで続けてきた評価といたしまして、その下に掲げてございますけ

れども、基本的にはいろんな目的を持った割引が導入されたことによりまして、例えば平

日の全時間帯が３割引以上になってしまったといった反省点があるのかなということ、そ

れから時間帯割引と頻度系の割引が重複するということ、こういったことについてどのよ

うに考えていくのかといったことが課題としてあるのかなということでございます。 

 それらを今後再編していく上で、どのような基本的考え方でもってまとめていくべきか

ということを案としてまとめたのがこの右側でございまして、基本的な考え方は繰り返し

になりますが、評価それから見直しといったことを、繰り返しサイクルに乗せていくべき

ではないかというのが①でございます。 

 ②が、いわゆる料金割引をどのような観点で再編していくのかということで、政策目的

を持った割引でありますとか、会社が独自にやっていく多頻度系の優遇といった割引、そ

れから、繰り返しになりますが時間帯割引ですとか、頻度系の割引の関係の整理といった

課題、さらには、地域によって独自に取り組むべき割引をどのように地方に協力を求める

べきかといったような観点から整理が必要ではないかということでございます。 

 割引の全体のボリュームでございますけれども、今までのヒアリングでいろいろな立場
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の方々の意見を頂戴してございますけれども、現在の割引を継続すべき、もしくは縮小す

べきといった相対する意見が出てございます。部会長からございましたように、総合交通

体系を考えた上でどのような判断をしていくのかということになるかと思いますが、そう

いったご意見を踏まえつつ、先ほど来申し上げましたように、２６年３月で利便増進事業

の財源がなくなるということを踏まえますと、民営化時の範囲を基本として見直すべきで

はないかというのが下から２つ目の箱でございます。 

 民営化時の範囲を超えて、さらに割り引くということであれば、新たな財源措置をあわ

せて検討することが必要ではないかというのが基本的な考え方ではないかということでご

ざいます。 

 次のページをお開きいただきますと、個々具体に、かくあるべき姿に対してどのような

評価があり得るかということを整理したものでございます。これにつきましては、３月の

第６回の部会で詳しくご説明したところでございまして、今日お配りしました資料６につ

きましても、再度お配りさせていただいてございます。 

 ついでながら申し上げますと、前回の総括ということで、事務局の評価が入ったような

資料のまとめになってございましたけれども、今回は事実関係だけを述べた形で再配付さ

せていただいたところでございます。 

 個々の割引の評価でございますけれども、１の通勤割引から６の大口多頻度割引まで、

大きく３つに分類されるのかなということでございまして、１の通勤割引については、約

半数の区間で効果が確認されているということでございますけれども、通勤者に限らず全

ての車両に割引が導入されているということを踏まえますと、対象でありますとか曜日な

どについて工夫が必要ではないかということ。深夜割引については、一定の割引の効果が

ございましたけれども、割引の拡充については効果にやや疑問がついたということでござ

います。 

 ３の平日３割引につきましては、貨物車両以外のものについても割引の対象になってい

るということで、政策の目的がやや不明確になっているのではないかということ、縷々踏

まえた上で、効果を見きわめた上で割引内容を見直すことが必要ではないかということで

ございます。 

 休日５割引については、渋滞等の影響も見られたこともございますので、渋滞が顕著と

ならない地方部において、割引を継続することが今後検討ではないかと取りまとめさせて

いただいてございます。 
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 あと、マイレージと大口多頻度、マイレージにつきましては、他の交通機関では同種の

割引を廃止している例もあるということも踏まえつつ判断していくのかなということでご

ざいます。大口多頻度につきましても、利用率が高いということ、かつての別納割引にお

いて発生したような不正行為が見られないということもございますので、基本的に継続す

べきであるが、他の割引、時間帯割引等との重複適用の状況を確認して整理することも必

要ではないかとさせていただいてございます。 

 次のページに今の料金の割引のボリュームについてまとめさせていただいております。

上の４つが時間帯割引、その下の２つが頻度系の割引でございまして、一番右側には所要

額ということで簡単にまとめてございます。 

 例えば通勤割引でございますと、年間２,５００億程度の割引の原資が必要だと。深夜割

引ですと、３割引で１,０００億。さらに拡充分で５００億といった予算の規模が、今後継

続するとすれば必要だということでございます。 

 今後の割引のあり方の、下の箱については再掲でございますので、説明は省略させてい

ただきたいと存じます。 

 次の５ページ以降は各種の割引の事例のご紹介でございます。さっとご説明をしたいと

存じます。 

 ５ページは会社が行う企画割引ということで、主に観光の振興を目指した割引で、周遊

券のような割引を導入した例でございます。 

 その次のページが、諸外国の定期割引とか、頻度系の割引、こういった割引が導入され

ているので、こういったこともヒントになるのではないかということでございます。 

 次の７ページはフランスの、多頻度系の割引ですね。たくさん使えば使うほど安くなる

という状況でございます。 

 ８ページがニューヨークの通勤割引。 

 ９ページは韓国の通勤割引の状況でございます。 

 大変雑駁でございますが、資料５のご説明とさせていただきます。よろしくどうぞお願

い申し上げます。 

【寺島部会長】  ありがとうございました。今の事務局からの説明に関連して、各委員

からご自由に、ご意見があればお願いいたします。どうぞ。 

【竹内委員】  ご説明ありがとうございました。私にとっては矛盾に見えてしまう点を

２点ばかりお話ししたいと思うんですけれども、まず１点は資料４と資料５、ともにタイ
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トルですね。資料４は「シンプルでわかりやすい」というのがあって、資料５は「割引の

あり方について」と、私はこのタイトル自身が非常に矛盾のように見えてしまうわけです。

どういうことからいったら、割引というのをあちこちやるためにシンプルでなくなってし

まっていると私は思っていまして、もう割引をやめてしまったほうがいいんじゃないかと

思うわけです。資料５の３ページに、１から６までいっぱい割引があって、私はもう割引

という言葉を使わずに、特に１から４がそうなんですけれども、ある地域のこの時間帯は

この料率にすると決めてしまって、割引という言葉はむしろ、道路会社さんが営業政策上

の点で使うという風にしないと、国交省が割引、割引って言うものではないと私は思って

いるんですね。そういうところを明確にして、何か現状が変わってくれば料率を変えてい

ったらいいだけの話であって、あまり本則とか暫定とか、そういう感じの言葉にならない

ようにしていくことがまず混乱を避ける第１の、言葉だけの話ですけれども、そういう気

がするところです。それが１点です。 

 それから、２点目は資料４の１枚目で、先ほどお話がありましたａ、ｂ、ｃってありま

したね。長大トンネルの話と大都市近郊と、海峡の話なんですけれども、私はａ、ｂ、ｃ

そのものについての是非というよりは、ａとｃという２つが、どうして片一方は差を設け

ず、片一方は差がつくのかというところが、どうも説明がちゃんとできていないような気

がするわけです。 

 例えば、ｃのこの文章にａのトンネルの話を入れても、全然矛盾なく通るんですね。ど

ういうことかといったら、いろんな普通の、長大トンネルを抱える道路については、長大

な山岳を横断するという特殊なサービスを、当該長大区間において提供している道路であ

ることからと、全く通ってしまうわけです。だから、２つやるならば、ａとｃが、なぜト

ンネルと海峡で違うのかというところが明確に説明できない限りは、両方を一緒に出すこ

とはなかなか説明をつけにくいと思うので、何かそこの理論武装が必要ではないかなとい

う気がいたしました。その２点です。 

【寺島部会長】  どうぞ。 

【大串委員】  少し、事業会社さんが独自につくられる料金設定の事例とかが載ってい

ましたけれども、これを見ると、料金は国が決めるもので、あくまでも支払いに関して支

障がない程度の自由度を与えますよと。補助金はごそっとそのまま、つかみ金で渡します

よみたいな形に見えてしまう。つまり、事業会社にこれぐらい、４,０００億なら４,００

０億円の経営自由度を与えて、交通流量を２倍にするとか、その地域の産業活性化にこれ
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ぐらい寄与したということが認められると、そのうちの幾らかを配分しますよという形の、

インセンティブプランとして再設計すべきなんじゃないかと。というのは、その地域独自

でいろんな知恵とか経営ノウハウを持っているのはやはり事業会社だと思いますので、こ

れだけのお金をどんと、ただ単に出すというだけではなくて、何か彼らの経営努力を促す

ような形で、どうせお金を使うんだったらできないかというのを１つ思いました。それは

竹内先生のお話とちょっと似ているかもしれないです。 

 もう一つは、自治体の関与という話で、少し６ページで、例えば定期割引に関しては地

方自治体が減収分を補填しているみたいな感じで、地域は地域の独自の産業政策に沿った

形での高速道路の利用ということが示されているんですけれども、そういった提案がない

ということで、分権の時代とも言いますし、先ほどいろいろ、地域に応じて産業政策が違

ったりとか、これから見込まれる産業のあり方が違ってくるとすれば、もう少し地域の関

与が入れられるような形が必要なのではないかと思います。以上です。 

【寺島部会長】  ありがとうございます。どうぞ。 

【家田委員】  いいですか。ありがとうございます。二、三、意見を申し上げたいと思

います。 

 まず資料４でいきますと、２ページに、現在の料金体系の中でターミナルチャージが出

てくる。１５０円。キロ当たりが大体２５円となっているんだけれども、僕の意見は、タ

ーミナルチャージは要らないんじゃないか。やめたほうがいいんじゃないか、やめてもい

いんじゃないかという意見なんですけどね。僕はけちな人間ですから、ターミナルチャー

ジがあると頭にあるだけで、目の前が渋滞していて、ここだけ迂回してぱっと１回おりて

からもう一回乗ったら損だなという気になるのね。このターミナルチャージというのは、

電車の初乗り料金と同じ発想になっているんだけれども、一方で、ガソリンを入れるとき

にはターミナルチャージなんて関係ないし、何リットル幾らってやるでしょう。しかもＥ

ＴＣをこれだけ普及させてきたという努力は政策的に成功したと思いますけれども、いわ

ば料金を徴収するという行為を、車の側でもう既に機能を持っているんだから、地べたの

側にもっと軽くしていいと思うんですね。そうすれば、さっき言ったような意味でより合

理的な道路の使い方にもなるし、これをやめる方向はあり得ないのかな、若干コメントと

質問です。 

 それから２点目は、資料５の２ページで、今後の料金割引のあり方、割引と言うかどう

かはいろんな意見があるんでしょうけれども、仮に割引をやるとしても、ここに書いてあ
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る一番上で、ＰＤＣＡサイクルの導入によるということで、予測した結果が還元している

かを見なさいということが書いているんだけれども、それと同様に重要なのは事前アセス

メントだと思います。意図する目的がこの割引によってどの程度発揮され得るのか、され

そうなのか。それから、他の交通機関への影響はどの程度なのであろうか。それから、ど

れだけの財源が追加で要るようになるのか。これをアセスして、リーズナブルで、その追

加出資が大事だなと、国民的に思えるようなものだったらやらないといけない。やればい

いし、そうじゃないんだったら、右往左往しながら、その都度の世相で受けそうなことを

やっているということだけはもうやめてほしい。それを入れたい。ここには事後アセスメ

ントは書いているけれども、事前のアセスメントと合意というのは書いていない。それを

入れていただきたいというのが２点目。 

 最後、３点目です。資料５の１ページにこういうことが書いてあるんですね。「メディア

は料金が安いという言葉に飛びつきやすい」と書いてあるけれども、別にメディアが飛び

ついているのではなくて、ユーザーが飛びつくんですよ。そのユーザーの意向を反映して

政治家が飛びつくわけです。メディアのせいにするのはちょっと違うんじゃないか。 

 そういう意味からすると、資料４で、タイトルが「シンプルでわかりやすい料金体系」

とあるんだけれども、これも何か受け狙いのような感じがしてね。シンプルでわかりやす

いというといかにもよさそうな感じがするんだけれども、そういうことも大事なんだけれ

ども、より重要なことを、リーズナブルな、合理的で納得できるようないい体系にしまし

ょうねということを議論しているわけですね。わかりにくいからわかりやすくしようと、

案内標識を検討しているわけではないから、そろそろこういうキーワードが、それこそメ

ディアに出てくることを考えると、シンプルでわかりやすいというのが今回提案すること

のキーワードかというと、ちょっとどうかなという感じがするんですが。以上でございま

す。 

【寺島部会長】  なるほど。いかがでしょう。どうぞ、石田さん。 

【石田委員】  資料４ですけれども、この中で、書かれていないのは、最初のほうで根

本さんが言ったことなんですけれども、無料区間ってもう一回考え直してみる必要もある

んじゃないか。というのは、料金の収受費用が圧倒的に下がっているわけですよね。ある

いはミッシングリンク等の整備のスピードアップを求める声が非常に高い中で、財源確保

というのをどう考えるかということが大事な問題ですので、そのことが１つ。 

 それともつながるんですけれども、全て割引なんですけれども、割り増しということも



 -27-

考えてもいいんじゃないのという気がするわけですね。環境問題とか、あるいはＥＴＣ以

外の車とか、あるいは混雑チャージというのがそもそもの発端でありますけれども、そう

いうことを、今日の資料でいくと、フランスのＳＡＮＥＦでやっていますよということで

すので、そういう議論もしたほうがいいだろうということ。 

 それともう一つ、これも長い間ほったらかしにされているんですけれども、料金ではな

いんですけれども、高速道路、一般財源になってしまったので、もう何を言っても一緒な

んですけれども、高速道路上で消費されるガソリン税及び軽油の税金というのは、今は一

切入っていないわけです。そういうことが、社会的公正という観点からして、ちょっとい

かがなものかなと思いますので、せっかくですから、今年度いっぱいの料金割引とは若干

離れていますけれども、そういう大きなフレームの議論を、ぜひこの機会にやるべきだな

と思います。以上です。 

【寺島部会長】  どうぞ。 

【根本委員】  資料４と資料５とあるわけですけれども、資料４は、ベースになる料金

水準を決める議論で、財源調達全体として帳尻が合うかどうかをチェックすることがとて

も大事だと思うんですね。説明の途中で、本四を飲み込んでも何とかやっていけそうだと

いう説明もありました。さらに、これまで首都高、ＮＥＸＣＯ等から更新費用の話もあり

ましたけれども、そういうもの全体を見て帳尻が合うのかみたいなことがこの資料４の検

討では必要になってくるんじゃないか。資料５は、政策的な交通需要管理で、短期的に行

う施策なので、資料４と５は料金として全く性格が違うと思うんですね。 

 そういう意味で言うと、資料４に混雑という概念を入れてこないほうがいいと思うんで

す。資料４で大都市近郊区間、ｂのところで、混雑があるので、ここは高くすると書いて

あります。交通需要管理ではなく、財源調達の論理として、もしそれを解釈するならば、

混雑があって、まだこの地域の中では外環とか、つくらないといけないものがまだ幾つか

あるので、それをつくるまでは、しばらくの間ちょっと高いお料金を、財源を調達させて

くださいという意味で言うならいいんじゃないか。 

 というのも、混雑というのは１日のうちである時間帯だけで、夜中は当然すいているわ

けですし、混雑を理由にして高いといったら、じゃあ夜中は安くするのかみたいな話にな

るわけです。フランスのように時間帯で変えたり、シンガポールのように、本当に１日の

うちに料金を変えて、３カ月ごとに見直す、スピードは４０キロ、５０キロぐらいを保証

するような形で料金を変えますみたいなことはあってもいいし、有効です。しかし、これ
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は交通需要管理で資料５の話だから、混雑の概念を財源調達のほうに持ってくるのはちょ

っとわかりにくくなっています。こちらはむしろ、混雑対策の建設費用だという位置づけ

ならば、大都市の人たちも、その間少し多く払ってもいいかなという説明になるんじゃな

いかと思いますけれども。以上です。 

【寺島部会長】  太田さん。 

【太田委員】  初めに、ためにする話をして、その後もう少しじっくり話をしようと思

います。高速道路料金については非常に多くの問題があるので、短時間で高速道路料金の

ことの全てをやるのはかなり難しいような感じがするので、ここは解決したい、これは後

で議論したいというのを分けてやらないといけないと思います。 

 例えば１ついちゃもんをつけると、「私は大口多頻度もマイレージも、両方ともやめるべ

きだと思っている。それは、なぜ同じ高速道路で、公共の道路を使っているのに、利用回

数が少ないと割高な料金を払わないといけないのか、差別ではないか」と。そういうこと

を言い始めると、そのこと自体いろいろ考えないといけない。あるいは「多頻度利用の優

遇による経営の安定のための利用促進の割引ということは、割り引いたほうが料金収入が

増えるはずだということですが、そんな証拠はない。むしろ割り引いて料金収入が減って

いるのだから、その論拠では大口多頻度は正当化できない」という話をし始めると、その

ことだけでもおそらくかなり時間をとらないといけないと思うのですね。 

 この高速道路の料金の問題は、注目も非常にあるし、影響力もあるので、いつまでに、

ここまでは必ず解決しなければいけないのだという部分と、ここの部分は継続して長い間

議論しないといけないという部分を分けていかないと、おそらくここだけでの議論が飛躍

していって、収拾がつかないような気がするので、タイムスケジュールも含めて整理して

いただきたいと思います。 

 その中で、理念がすごく重要で、先ほど無料区間はどうなっているのですかという話が

ありましたが、国土交通省の目標としては、やはり長期的な意味で、時間コストを含めた

移動コストを下げていくことが重要だと思います。料金、あるいは税金投入も含めて、１

台１キロ当たり利用者あるいは国民は幾ら払っているのか。それを長期的に下げていくと

いうビジョンがあるのかどうかということが、料金問題を議論するときには重要だと思い

ます。ただし、この話は、もしかするとすごく長期の話かもしれませんし、タイムスケジ

ュールを提示しながら今後議論したほうがいいと思います。 

【寺島部会長】  石田さん。 
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【石田委員】  根本さんが、混雑がという話だったですけれども、これは料金体系です

よね。割り増しをしようということが料金体系そのものの問題だと思いますし、少なくと

もあり方の有識者委員会で決めた３つのことを、交通流動の最適化ということも含めて料

金体系を考えましょうということですから、混雑の問題はテクニカルな問題で、ローカル

な問題だから、こうでしょうことはないんじゃないかなと思うんですけれども。 

【寺島部会長】  ちょっと待ってくださいね。彼が答えるから。 

【根本委員】  例えば２０５０年までの全体の償還期間の中でどう帳尻を合わせていく

かという話と、混雑の問題は違います。５年後、１０年後にひょっとしたら外環ができれ

ば混雑は変わってくる問題で、料金水準を考えようという話はやっぱり別にしたほうがい

いんじゃないかな。 

【石田委員】  償還だけで議論しているわけじゃないですよね。それはおかしいと思い

ますけれども。 

【根本委員】  ですから償還を……。 

【石田委員】  ストックをどううまく使うかということが問題であって、償還だけを考

えればいいという話じゃないと思いますけれども。 

【根本委員】  それを両方考えないといけないと思います。それを分け、混雑の問題は

資料５でやって、償還の問題を４でやったらどうかというのが私の意見です。ベースとな

る料金は、どうするんだという話と、混雑対策はどうするんだということですね。 

【寺島部会長】  はい、井伊さん。 

【井伊委員】  先ほどの太田先生のご指摘で、優先順位の話が出ましたけれども、それ

でいうと、本四の料金については、出資が今年度限りとなっていて、これをどうするのか

というのが直近の課題として出てきてしまうんじゃないかと思うんですが、資料４の２ペ

ージの下のところで、先ほど根本先生も指摘されましたけれども、全国の利用者に負担を

求めていくということは、本四の経営形態そのものにも直結してくるわけですし、道路公

団の民営化とかにもかかわってくるんですけれども、地方自治体の負担をどう考えるとい

うところも、議論しておかなければならないのかなという気がしています。 

 具体的には、各市町村、県が出している出資金について、将来的には返すとなっていた

と思うんですけれども、その部分を今後の更新とか、そういうものに充てていくという理

論立てで、ためておくなり、返還はしないという。そういう整理がこれから必要になって

くるのかなというのが１点。 
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 あと、最初の議論の段階で、竹内先生が、道路公団の民営化のところとも絡んでくると

いう話をされていましたけれども、この資料４の最初のまとめのところで、整備重視の料

金から利用重視の料金と、この部分も、道路公団の民営化にも絡んでくるところなので、

民営化の総括というか、そこのところも、こういう考えを出していくんだったらこれから

考えなければならないかなという気がしています。 

【寺島部会長】  ありがとうございます。どうぞ。 

【羽藤委員】  私からは３点あります。１点目は、まず料金の体系をシンプルでわかり

やすくしていくというのは、私自身は割といい考えなのかなと思います。 

 と申しますのも、資料５では、一方で相当海外でいろんな料金体系が出ているわけです

ね。確かに、フランスとか行くといろんな料金体系があって、びっくりして、ただ、多分

利用者の側で応答性があるんだろうなと思うんですね。いろんな料金体系をすることで需

要が刺激されて、インフラが有効に使われている。ただ、単にそれがいろいろあるという

だけではなくて、それを支えている仕組みとかが、ある程度一定の信頼を得ていることが

重要なのかなという気がしまして、そういう意味でも、多様ではあるんだけれどもベース

のところはちゃんとシンプルにまとめられている。今回であれば、個々の建設費とかの事

情でいろいろあった料金体系を３つぐらいにすっきりさせていく、個々から地域化してま

とめていくという観点は必要欠かざるものだと思いますので、私自身はこうすべきではな

いかなという気がいたしました。 

 ２点目は、ただ、そのときに、料金の体系のところでもありましたように公正妥当とい

う表現が非常に使われていて、これはそうだろうなと思うわけです。公正妥当というとき

に、じゃあ今一般の国民の方々が、果たして料金が公正妥当と感じられているかというと

ころが重要ではないか。そのときに、じゃあ誰がその公正妥当を担ってくれるんだという

ところですね。 

 例えば維持管理にこれだけのコストがかかるなどということは、もともとはわかってい

たことでありますが、急に１０兆円とかいう額も出てきたりしていて、じゃあ今までの高

速道路の議論は何だったんだというのが、正直なところの国民の皆さんの感覚なのかなと。

あるいはそういう維持管理のコストがかかるときに、じゃあそういう料金体系でほんとう

に担えるのか担えないのかとか、あるいは地震が起こったときのリスクというのは、じゃ

あ高速道路を民営化して、そういう会社でほんとうに担ってくれるのか担えないのかとい

うところを考えたときに、非常に心配な部分もあるのかなと思いますので、ある程度そこ
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の維持管理、それからリスクの部分への対応を誰がどういう形で担うのかということをは

っきりさせた上で、こういうシンプルな料金体系というか、くくりに分けつつ、分けられ

た中では、流動の最適化という表現もありますが、できるだけ需要の側が施策に対してス

トレートに反応して、より道路の利便性を引き出せるような料金体系、すなわち大都市と

かいうところであれば積極的な料金施策等を投入して、経済性を引き出していくというと

ころが重要かなと。 

 もう１回、公正妥当というところですが、今回一貫してそういう話を聞いていると、例

えばトラックの事業者さんが、じゃあ道路を傷めていたんだけれども、その負担は本当に

この料金割引で適切だったのかとか、あるいはその地域の鉄道会社が急に料金が変わった

ために非常に経営圧迫を受けた、これは公正なのかという話ですね。こういうところが本

当にちゃんと、あらかじめ議論されておく必要がある。その上で、流動が最適化するよう

な積極的な料金体系をする。その意味でも、料金体系をある程度シンプルにまとめていく

のが、私自身はいいのではないかという気がいたしました。 

【寺島部会長】  いかがですか。どうぞ、坂本さん。 

【坂本委員】  今回の審議会で早急に結論を出さなければならないのが、割引問題だと

思います。国交省はこれを機に、料金制度を巡るさまざまな課題についても方向性を出し

たいと考えている。高速道路のあり方懇の中間報告で積み残しになっていた問題です。 

ですから、先ほどから議論が出ているように、考えるべき課題は、中長期のものと短期

のものがあって、両者が混在しているように思います。論点整理の案は非常によくまとめ

られていて、中長期と短期に目指すべきものへの距離感がわかろうかなと思います。 

その上で、割引制度の現状を見ると、かなり建て増しが続いて火事になりそうな温泉旅

館のような形になっている。どう見てもおかしいとわかっていながら、手がつけられなか

った。マイレージや大口をやめてもいいじゃないかといっても、実際に政策決定を下すの

はかなり難しい。政治的にも厳しい。この着色部分は景気刺激に向けた緊急経済対策で始

まったものですが、これは既に役目を終えたのではないか。事務局による政策評価でも、

そのあたりは色濃くにじませてある。料金割引の見直しに当たっては、これを１つのより

どころとして、小刻みな手直しではなく、大きく整理する方向性を打ち出すべきだと思い

ます。 

 さらに、利用者サイドからの価格、料金設定へと発想を大きく変えるわけですから、そ

の後の段階についても、同様に利用者からの視点が大事だと思います。 
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【寺島部会長】  じゃあ僕からも１点だけ。私は座長として方向感を順次共有していっ

ているわけですけれども、今回少しでも、公正妥当な方向に料金体系をもっていくことに

踏み出すとしたら、思想的に踏み込んだほうがいいなと思う点が何点かあると思います。 

 というのは、やはり自動車社会が大きく変わってくる。先ほどの議論にもありましたけ

れども、例えば軽自動車の持つ意味を、石田さんが発言しておられたけれども、確かに地

方都市を回っても、もう生活手段としての自動車ということになってきて、極めて生活に

密着している。そういう中で、例えば買い物とか、子育てとか、介護だとか、生活に密着

した形で人間社会を支えている自動車の動きと高速道路とのリンケージを考えたときに、

そういう自動車の活用の仕方に対して、わかりやすく言うと、生活道路については、思い

切って、料金体系についても安くしていくような方向感をとるんだという、新しい時代の

１つの思想の軸になるんじゃないのかなと。 

 そういう中に向けて、ここからなんですけれども、これからの作業で事務局として、ち

ょっと大変かもしれないけれども、ここで既に出てきているＥＴＣの、義務化というより

は、より浸透させていく流れをつくるために、トレーサビリティーを高めていけば、管理

効率が上がって、高速道路の管理にとってはプラスだという考え方が明らかに出てきてい

る。それからシームレス化ということで、いろいろ管理主体が多様なために、複雑になっ

ているものを、シームレス化することによって相当な改善ができるのではないかという展

望も見えている。 

 問題は、それによってどのぐらいのコスト削減になるのか。ざっくり言って、例えばＥ

ＴＣを義務化することによって高速道路の管理コストが下がって、それを還元できるのか

どうか。そういう数字的な、ある程度解析が出てくれば、この流れに論理的に根拠を強め

ていくんじゃないかなという、僕はそんな気がして聞いていました。 

 以上、今の論点に関しては一通りご意見を伺ったということで、時間の制約もございま

すので、次に、「大都市圏の料金体系のあり方について」の説明を伺ってから、また議論し

たいと思います。 

【高速道路課長】  それでは資料７で、大都市圏の料金体系のあり方についてというこ

とでご説明を申し上げます。 

 １枚お開きいただきますと、地図が出てまいります。これは首都圏を例にとりまして、

今後、環状道路を中心にどういったネットワークが形成されていくのかを整理したもので

ございます。 
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 論点整理のところでは、大都市圏ネットワークについて、シームレスで公正かつ利用し

やすい料金体系を目指すことでよいかということ、それから、ＥＴＣの標準化などを進め

ていくべきか、こういった論点をまとめさせていただいているところでございます。 

 先ほどご紹介いたしました首都圏のベースとなりますネットワークの状況でございます

が、５年後が左側、１０年後が右側ということで、ご覧いただきますと、ほとんどの環状

道路が実線になってまいりますので、首都圏の３環状、一部外環の南側ができ上がってお

りませんが、でき上がってくるのかなという状況にさしかかっているという状況でござい

ます。 

 こういった状況をご認識いただきまして、２ページ目でございますが、大都市圏の料金

体系のあり方、主な意見ということでございますけれども、この部会におきまして、全体

として無駄のない、エリア統括的な、使用しやすい料金体系とすべきというご意見でござ

いますとか、ロードプライシングによりめりはりをつけてもいいのではないかといったご

意見、それからＮＥＸＣＯ東日本の会社からは、ＩＣＴ技術を活用し、経路や車種によっ

て可変的なプライシングを考えていってもいいのではないかといったご意見をいただいて

いるところでございます。 

 自治体のアンケートからは、これは首都圏でございますけれども、圏央道の内側につき

ましては、首都高とＮＥＸＣＯを意識したご意見だと思いますが、一体とした対距離制を

基本とすべきというご意見ですとか、これは大阪府でありますが、会社間を越えた料金体

系の一元化、シームレスな料金体系といったご意見。神奈川県からは、環状道路の利用を

促進しやすいような、都心の通過交通を抑制するような体系といったご提案をいただいて

いるところでございます。 

 １つの例として、右上に中央環状迂回利用割引ということで、首都高の対距離料金制へ

の移行に伴いまして、こういった割引を導入してございます。赤いルートを通りますと、

都心環状の青いルートで行くよりも、普通車で１００円安くするという割引を導入してご

ざいます。この結果、中央環状線外側のルートへの誘導が進められまして、右の上のグラ

フにございますように、導入後でございますが、３ポイントほど中央環状経由の交通が増

えたという状況でございます。 

 今後の方向性についてでございますけれども、方針のところにございますように、シー

ムレスで公正かつ利用しやすい料金体系を目指すべきということ、それから、環状道路を

利用しやすくするということで、交通が都心部に流入しないような工夫をすべきではない
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か。こういったことについて、ＩＣＴ技術を活用しながら、会社間の当面の取り組みとい

たしまして、連続利用を促進して、異なる会社間においても必要な調整を行う枠組みを構

築してはどうかということ、それから、都心通過交通の抑制のための環状道路の利用が促

進されるような料金体系の構築といったことを考えていったらどうかということでござい

ます。 

 検討項目といたしましては、先ほど部会長からございましたように、ＥＴＣの標準化に

向けての検討ですとか、長期的な課題といたしましては、諸外国の事例も参考に、都心部

におけるロードプライシングの導入について検討すべきではないかといったこと、それか

ら、大型車の高速道路利用が促進されるような料金体系といったことも配慮すべきではな

いかということで考えているところでございます。 

 ３ページ以降は、ロードプライシングの事例ということで、幾つか、シンガポールの事

例が３ページ、フランスの、ダイナミックプライシングといいますか、時間、曜日に応じ

た割引の状況について、４ページにお示ししてございます。 

 ５ページをご覧いただきますと、右側に、これも既に部会でご紹介いたしたところでご

ざいますが、ドイツの自動料金収受システム、ＧＰＳを活用したシステムでございますけ

れども、これにならうような格好ではありますが、ＩＴＳスポットを高速道路上に１,６０

０カ所整備してございますが、これを活用しまして、ＧＰＳのデータを、各車両からプロ

ーブ情報をアップリンクして、どこを走行してきたかを把握する実験を今年に入ってから

スタートしているところでございます。我が国の取り組みとしてご紹介させていただきま

す。 

 最後の６ページ、７ページは首都圏、関西圏の現行の料金の状況でございます。赤く着

色したところは均一料金、グリーンが地方部の２４.６円／ｋｍの料金のところ、黄色いと

ころが、大都市圏の料金等を初めとする２４.６円よりも高い区間、青いところが首都高と

いう状況であることを、ご参考いただきながらご議論いただければと思います。以上でご

ざいます。 

【寺島部会長】  ありがとうございました。ただいまの説明に関して、各委員からご自

由にご意見を伺いたいと思いますけれども、いかがでしょう。 

 ６ページの、東京湾アクアラインの３,０００円というのは、さっきのご説明のとおり８

００円になっているわけですか。 

【高速道路課長】  今割引を入れて、ＥＴＣの場合８００円です。 
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【寺島部会長】  そうですね。いかがですか。どうぞ。 

【羽藤委員】  私からは１点ですけれども、１枚目の１０年後のネットワーク図があり

ますね。これを見て、ああこうなるんだなと改めて思ったんですけれども、すごいことだ

と思います。我々の分野だと、「環状線というのは現代の城壁だ」という言葉があって、要

するに通過交通をさばくことができるんですね。余分な交通を都市の中に入れない、そう

いう意味で、現代の都市を守る城壁が環状線であると言われています。 

 そういう観点で考えたときに、ではいろんな自治体が影響を受けるわけですね。この環

状をどのように料金体系でマネジメントするかによって、交通の流れ方がさまざまに変わ

ってしまう。要するに環状線が部分的に供用されているときは、それぞれの理屈でもよか

ったのかもしれないですが、首都圏の流動を本当にどのようにしていくのか、それを議論

するためのある種のラウンドテーブルと申しますか、単純にその企業側が流動最適化、だ

から料金をこうしたらこういいという理屈ではなくて、首都圏をどのようにすべきである

からという議論をする、高速道路の利用の仕方を議論するラウンドテーブルのようなもの

がない限り、単純に渋滞が改善しますとか、それだけの議論ではおそらく、料金を決める

ことはできないという気がしました。そういうラウンドテーブルをつくるといったあたり

も、これはガバナンスにも関係してくるところでありますが、ぜひご検討いただけないか

なという気がいたしました。以上です。 

【寺島部会長】  どうぞ、太田さん。 

【太田委員】  ２ページの今後の方針のところです。嫌がられるのを承知であえて申し

上げますけれども、管理主体を超えた料金体系を目指すべきではなくて、管理主体を一元

化しましょう。 

 民営化自体については私は必ずしも賛成ではありませんけれども、民営化された結果、

機構が全部資産を持っているわけですから、機構自体が適切な範囲を設定し、そのネット

ワークを管理をやる会社に一括リースをすればいいわけで、１０年後の話になるわけです

けれども、圏央道の中全体を、機構がある会社にリースをすればいいということでありま

す。 

 東京で東京メトロと都営地下鉄がいつまでたっても一緒になれない、株主は東京都と国

しかいないにもかかわらず一緒になれないということが、非常に私たちは利用していて、

いろんな問題を生じているわけですから、東京はまだいいですけれども、関西を見ますと、

このようにいろんな道路会社がまじっていて非常に使いづらいことになっておりますから、
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１０年後ぐらいをめどに、管理主体の一元化、一元管理に移行するように、民営化の枠組

みを使えると思います。 

【寺島部会長】  どうぞ。 

【根本委員】  ２ページの事例ですね。板橋を通って三郷のほうに行くルートを割り引

くのがうまくいったという話がありましたけれども、５ページでそれを、ＩＴＳスポット

を活用して社会実験でやれるかもしれないということは、今度は混雑しているときだけ割

引をするような、混雑と連動する大都市圏の料金体系にしたいという提案でしょうか。そ

れともこれは、混雑と関係なしに、ルート割引みたいな形にしたいという提案でしょうか。

どちらでしょうか。 

【高速道路課長】  これは基本的に中央環状、外側の環状線を活用していただきたいと

いうことで、外を回っていっていただいた車には割引をしようという趣旨で導入したもの

でございます。混雑状況によってダイナミックに変えるというところまでは、まだ至って

おりませんけれども、基本的に外に外に回していこうじゃないかという目的です。 

【根本委員】  環状線のほうがもし混んで、真ん中のルートを通っていったほうが速い

という場合、混雑対策にならないケースだって出てきますよね。実際、外環あたりは結構

混んでいますよね。それでも、やはり割り引くわけですか。 

【高速道路課長】  現状ではそうでございます。 

【根本委員】  提案はどうですか。提案はどっちを提案しているんですか。 

【高速道路課長】  よりダイナミックな体系が構築できれば、新しい、例えばＥＴＣの

システムとかいったもので実現できればいいかなということは考えてございます。 

【根本委員】  ありがとうございます。 

【寺島部会長】  どうぞ。 

【家田委員】  ここは是非やっていただきたい領域なので、頑張っていただきたい。チ

ャレンジしていただきたい。日本の道路自身も、それから道路の料金も、わりとあまりオ

リジナルなところがなくて、あれだけれども、こういうところでこそ最新の技術を、情報

通信技術を使って、実にサイエンティフィックで合理的な状況を実現しようじゃないです

かと思いますね。そういう意味で、ありがとうございます、書いていただいて。 

 ちょっと気がついたところを幾つか言うと、このネットワークがこうなるというのは、

常時に通過交通がこっちに回っていいよねというだけの話ではないんだよね。うちのは、

レーンが片側４車線も５車線もあるようなリッチなネットワークじゃないからね。せいぜ
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い片側２車線とか３車線、いいところだって３車線しかないから、どこかでちょろっと事

故があったらそこで渋滞してしまう。そのときにこっちに回せばいいんじゃないかという

類の信頼性向上なんですよ、これ。もちろん災害もそうです。そこのところを意識して使

おうじゃないのというあたりをもうちょっと強調してもいいんじゃないか。つまり、都心

に入ってくるところが混むから外に回すようにしましょうねという、スタティックな感じ

じゃなくて、非常時用の料金体系にもなるようなことを意識していただきたい。これが１

点目。 

 それから２点目は、少なくともこの左側の５年後ぐらいのところはすぐにできてしまう

んですね。もうあっという間に、どんどんつくっていますから。羽藤先生が言うこととか、

太田さんが言うことも、筋論としてはそのとおりで、やればいいんだけれども、そこを待

ってから料金体系をやりましょうというのでは、全然間に合わない。そういう時間感覚で

やっていたらまずだめ。そうじゃなくて、まずはトラフィック・シチュエーションをベス

トコンディションにしましょうというスタンスで、第１ステージを、いい料金体系をつく

りましょうということでやっていただきたい。それと並行して、もうちょっと先の、首都

圏の土地利用のあり方や産業配置のあり方なんかを考えながらというのは、もちろん勉強

はしていただきたい。 

 ３点目、これは事務局に質問なんですけれども、もしそういうことを、私が言ったよう

な意味の非常時の回し方とか、料金で誘導するとか、あるいは常時的な渋滞をこっちにし

ないようにうまくやるということをやって、なおかつ、僕は必ずしも会社なんて統一する

必要はないと思っていますけれども、料金を、収入を振り分けることをうまくやることは

できると思いますが、それをやろうとしたときに、技術的な、現在持っている技術で何か

バリアがあるのか、それともそれはあまりないと思っていいのか、その辺は事務局はどの

ように考えていらっしゃるか、それを教えていただけないかなと思います。以上です。 

【寺島部会長】  もし答えることがあれば。 

【企画課長】  技術的には可能であります。ただ、まだ設備的に、投資が全部されてい

るわけではない。具体的に例えば、ＥＴＣのゲートが、入りのところは、基本的にはチェ

ックされるところがほぼ１００％に近いですが、出るところでチェックできるという風に

は完備されておりませんので、そういったものが、割合的に整備していくところ、どこま

でのタイミングでできるかというところにもよりますが、技術的には問題はございません。 

【家田委員】  どうもありがとうございます。 
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【企画課長】  ただ、ハード的な、ハードインフラがまだそこまでいっていないという

ことでございます。 

【家田委員】  まあね。どうもありがとうございます。 

【寺島部会長】  私も、この流れを進めていくしかないと思っているんですが、例えば

１ページ、大きな視界の中に捉えておかないといけないのは、１０年後に、これほどまで

に圏央と外環がつながってくるということの意味が、まだ十分にわかっていない部分が

我々にあるんじゃないか。例えば、関越自動車道と、中央高速が八王子と鶴ヶ島で、圏央

道によってつながったことのインパクトね。それまで山梨県は、産業の立地の場としては

ものすごく劣後していて、中央高速がいつも混んでいるから、太平洋側に物を運び出すの

も、日本海側に運び出すのも、ものすごい不利益だということで、経営者は山梨への生産

立地をためらっていたんだけれども、この１本がつながったことによって、逆に山梨は、

関越を抜けて新潟から日本海側に出すにも、あるいは東京湾内の港から出すにも有利だと

いう形になってしまって、ものすごい勢いで今産業立地が変わってきているんですね。 

 同様に、じゃあ八王子から厚木に、東名高速にこれがつながってしまった場合、愛知東

海方面から東北道まで、常磐道まで全部抜けていけることになるんですね。東京を通らな

くても。そのことによる、誰もがわかっていると思って、この図を見ているけれども、ほ

んとうの意味で産業の立地だとか、アジア・ダイナミズムとの物流のリンクだとかいうも

のに、具体的、現実的にどう変わるのかということに対する相当ダイナミックな分析とか、

視界に入れておくべきことが必要だろうなと僕は思います。ですから、これは何も、これ

からの課題として、より具体的に、このことによって何がどう変わるんだということにつ

いてもっと踏み込まないと、それによって料金体系の構想力にもつながってくる話にもな

るだろうなということだけ僕は発言しておきます。 

【家田委員】  先生、それ５年後です。 

【寺島部会長】  もうわずかでしょう。 

【家田委員】  もう５年後。１０年後は本当に。 

【寺島部会長】  あっという間に来てしまう。 

【家田委員】  もう５年後でほとんどできてしまいます。 

【石田委員】  ちょっとよろしいですか。 

【寺島部会長】  どうぞ。 

【石田委員】  調子に乗らせて話させていただくと、今の寺島座長の話に乗っかります
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と、このさらに外側に、北関東道と中部横断道があるわけです。北関東道はもうでき上が

っているわけです。そうしたときにまた違った姿が見えるでしょうと。太平洋側と日本海

側をつなぐ、あるいはリダンダントがさらに高まったということもありますので、首都圏

という概念が変わってくる可能性すらあるかもわかりませんよね。そういうこともちょっ

とは考えておいたほうがいいのかなと思います。 

 それともう一つ、今料金の問題の話をしているんですけれども、やはりＩＴＳスポット

とか、車載器への期待は、料金だけではなくて、きちんとしたモニタリングとネットワー

クのマネジメントができる手段を手に入れられる可能性が非常に高いという意義があると

思うんですね。 

 ただ残念なことに、インフラは、１,６００カ所で整備されていますけれども、空間的に

極めて限定的ですよね。高速道路上にしかないということとか、ＩＴＳ車載器を積んでい

る車の数、割合は、ＥＴＣ車に比べたら圧倒的に低いですね。そういうことも見据えた上

で、ＩＴＳ車載器の普及をさらにどう進めていくか。そのためのサービスとか、インフラ

は何かということを、もう一度考え直したほうがいいのかなと思います。 

【寺島部会長】  ありがとうございました。時間の制約もあって、十分に議論できなか

った部分もありますけれども、追加的意見は随時事務局にお伝えいただくということで、

ダイナミックに進めていきたいと思います。 

 本日予定された議事、以上とさせていただきます。事務局へお返しします。 

【総務課長】  長時間にわたり、有意義なご議論をどうもありがとうございました。次

回の日程につきましては、追って事務局よりご連絡させていただきます。なお、本日の部

会の内容につきましては、後日委員の皆様方に議事録の案を送付させていただき、同意を

いただいた上で公開いたします。また近日中に速報版として、簡潔な議事概要を国交省の

ホームページにて公表いたしたいと考えております。 

 本日の会議資料はそのまま置いていただければ、追って郵送させていただきます。 

 それでは以上をもちまして、第９回国土幹線道路部会を閉会とさせていただきます。本

日はどうもありがとうございました。 

 

―― 了 ―― 


